
地域・地域の方から学ぶこと 

台風等の自然災害時における臨時休校の判断基準について 

いよいよ本格的な夏が来ました。今後は台風も多く発生する時期となります。「台風等の自然災害時に

おける臨時休校の判断基準」は下記のとおりです。詳細については、本校ホームページ「学校だより」の

バナーの中に「非常変災その他緊迫事態における連絡について」を掲載しておりますので、必ずご確認を

お願いします。 

 

学校の業務改善に向けた取組へのご理解とご協力について（お願い） 

※学校への電話や訪問につきましては、平日の午後７時までにお願いします。 

※夜間・休日における事故やケガ等にかかわるような事案が発生した場合は、まずは110番・119番

通報をお願いします。緊急時については、守山市役所（５８３－２５２５）へ連絡してくださ

い。折り返し学校から連絡させていただきます。 

※夏季休業期間には１週間程度の集中休暇期間を設定します。 

今年度は８月10日（水）～８月16日（火）で実施します。  

この期間の緊急時、夜間については、守山市役所（５８３－２５２５） 

へ連絡してください。 

 

学校臨時休業における判断基準 ＮＨＫ総合テレビ放送等・・・午前７時００分 

 ＊「暴風警報」「特別警報」発令のとき：臨 時 休 業  

（この場合、メール配信は行いません。）  

午前７時以降に「暴風警報」「特別警報」が解除されても、 臨時休業となります。 

 

 現在、学校では社会科・総合的な学習の時間を中心に、積極的に「地域を学ぶ・地域の方から学

ぶ」学習を進めています。子どもたちの「生きる力」を育むための教育の一環と考えています。 

 ３年生は、総合的な学習の時間にまち探検に行きました。「たていり ひみつ たんけんたい」と

して、自然が多く残されているところや、住宅街、神社や駅の近くなどを探検し、場所によって様

子が大きく違うことに気づきました。３年生は、立入のまちのよさや魅力を、これからも探してい

きます。 

 引率ボランティアとしてご協力いただいた保護者の皆様をはじめ、地域の皆様のおかげで学習を

深めることができました。これからも「地域に開かれた・地域に支えられている・地域に貢献でき

る『学校』を目指していきます。 

 


